
厚木市久保奨学金（学校教育活動応援奨学金） 

支給申請の手引 
 

はじめに 
 

厚木市教育委員会では、市民の方からの寄附を基に、未来を担う子どもたちの夢の実現を

応援するため、奨学金を給付する厚木市久保奨学金事業を実施しています。 

支給を希望される方は、必ず内容を確認し、申請の手続等を行ってください。 

 

奨学金の種類及び募集人数 
 
 ➣学校教育活動応援奨学金 

… 中学校の部活動への参加に要する費用として支給します。 
 

支給金額：年額 30,000 円 

募集人数：30 人 
 

    ※ 支給は１学年につき１回です。 

    ※ 部活動以外の活動（クラブチーム、習い事など）は対象外です。 

 

支給を受けることができる方 
 

 ◎次の全ての事項に該当する方に支給します。 

  ◎募集人数を超えて申請があった場合は、次の全ての事項を総合的に考慮し

た上で、選考します。 
 
 ➣市内に居住し、中学校の生徒であること 
 

 ➣部活動に意欲的に取り組んでいること 

… 奨学金支給申請書の「学校教育活動への意欲について」の記入内容等から判断します。 
 

 ➣申請者と生計を共にする方全員の令和６年度市民税所得割額が、 

 ➣22万7,100円未満（おおむね年収750万円未満）であること 

※ 令和６年１月１日時点で厚木市に住民登録がない場合は、住民登録があった自治体 

で「個人住民税課税証明書（令和６年度分）」を取得し、提出する必要があります。 

該当する場合は、必ず教育総務課へ御連絡ください。 

※ 未申告の場合は、審査できません。 

 

申請方法 
 

学級担任の先生から「奨学金支給申請書」を受け取り、４月26日（金）までに学級担任の

先生へ提出してください。 



４ 申請書の記入について

　　保護者氏名（署名）

厚木　一郎

厚木　花子

厚木　花恵

厚木　次郎

奨学金を必要とする理由（家庭の経済状況など）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●のため申請します。また、生活保護制度を利用しています。

承諾書 確認欄

　私は、厚木市教育委員会が、奨学金の支給対象者であるかを確認する
ため、次のことを行うことを承認します。
１　家族の住民基本台帳及び課税台帳等を閲覧すること。
２　申請者の在学の有無等を確認するため、在学学校に対し確認を行う
　こと。
３　家族の市税及び学校給食費の納入状況等を閲覧及び確認すること。

収受印

受付番号

　保護者氏名（署名）　厚木　一郎

      アツギ 　　ジロウ

弟 ●年●月●日 ●●小学校（●年） ０円

年 　月　 日 円

      アツギ 　　ハナコ

母 ●年●月●日 ●●●（パートタイム） ８０万円

      アツギ 　　ハナエ

姉 ●年●月●日 ●●高等学校（●年） ０円

申請者（生徒）

本人 ●年●月●日 ●●中学校（●年） ０円

      アツギ　   イチロウ

父 ●年●月●日 （株）●●●●会社 ２５０万円

　厚木市久保奨学金基金条例第11条の規定により、次のとおり申請します。

希望する奨学金 学校教育活動応援奨学金

世帯 及び 収入の状況　※同居し生計を共にする方、全員を記入してください。

氏名 続柄 生年月日 勤務先・学校名(学年) 前年総収入額

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ   アツギ   イチロウ

氏　名  厚木　一郎

電話番号 (自宅)046 - 225 - 2600 (携帯)080 - 1111 - 9999

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ   アツギ   タロウ

氏　名  厚木　太郎

保護者 住　所
(〒　　　　-　　　　　　)

　同上

奨学金支給申請書（学校教育活動応援奨学金）

令和 ６ 年 ４ 月 23 日

　（宛先）厚木市教育委員会

申請者
(生徒)

住　所
(〒 243 - 8511 )

厚木市 中町3-17-17

大正・昭和

平成・令和

大正・昭和

平成・令和

大正・昭和

平成・令和

大正・昭和

平成・令和

大正・昭和

平成・令和

大正・昭和

平成・令和

厚木 太郎

※学校に提出する日

青枠内が記入箇所となります

注

令和６年１月１日時点で厚木市に住民登録がない場合は、住民登録があった自治

体で「個人住民税課税証明書（令和６年度分）」を取得し、申請書と併せて提出し

てください。

注

奨学金を必要とする理由を具体的に記入してください。

なお、生活保護制度を利用している場合は、その旨を併せて記入してください。

承諾書の内容を確認し、

保護者が署名してください。
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学校教育活動への意欲について

　作文は、重要な選考資料となりますので、以下の点に注意して記入してください。

１　学校教育活動（部活動）への意欲や活動の目標について、申請者本人が記入してく
　ださい。
２　４００字以上５００字以内で記入してください。
３　丁寧に読みやすい字で記入してください。
４　ボールペン又は鉛筆（ＨＢ又はＢ）を使用し、濃く記入してください。

　以上のことから奨学金を支給します。

　令和 ６ 年 ４ 月 20 日

　申請者氏名（署名） 厚木　太郎

注

次の注意事項をよく読んで、生徒（申請者）が記入してください。
・学校教育活動（部活動）への意欲や活動の目標等について記入してください。

・４００字以上５００字以内で記入してください。

・丁寧に読みやすい字で記入してください。

・ボールペン又は鉛筆（ＨＢ又はＢ）を使用し、濃く記入してください。

※作文を記入した日

生徒（申請者）が

署名してください。



主なスケジュール 
 

令和６年４月26日（金） 申請 学級担任の先生へ申請書を提出してください。 

５月～６月 審査 

厚木市久保奨学金奨学生選考委員会の意見を聴

いた上で、厚木市教育委員会が支給の可否を決定

します。 

６月下旬～ 

結果通知 

↓ 

支給 

支給の可否について、申請者の御自宅に通知等

を郵送します。 

支給が決定した方は、支給に係る書類を教育総

務課へ提出してください。提出してから約２週間

後に、支給します。 

令和７年４月 報告 

支給を受けた方は、学年の終了した日から（令和

７年３月31日）から30日以内に、１年間の取組や

これからの夢、目標を内容とした「学校教育活動応

援報告書※」を教育総務課へ提出してください。 

※ 「学校教育活動応援報告書」は、令和７年３月下旬に奨学生の御自宅に郵送します。 

 
注意事項 

 
奨学金の支給要件に該当しなくなったとき、厚木市久保奨学金基金条例等に違反したとき

又は虚偽の申請によって奨学金の支給を受けたとき等に該当する場合、奨学金の支給決定を

取り消し、又は変更することがあります。 

また、この場合、奨学金の返還を求めることがあります。 

 

 

 

 問合せ先 
 

厚木市教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係 

電 話：（046）225-2600                                         

ＦＡＸ：（046）224-5280i                                      市ホームページは 

メール：7800＠city.atsugi.kanagawa.jp                          こちらから。 

                                                               

市ホームページから申請書類のダウンロードや制度の詳細を確認できます。 

【トップページ ＞ 子育て・教育 ＞ 小・中学校 ＞ 就学支援 ＞ 久保奨学金制度 】 
 

▲
 


